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新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査の保険適用について（事前周知） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査につきましては、医師の総合的な判断

により検査が必要とされたものについて、確実に検査につなげるため、これまで本会

から国に対して検査体制の強化を強く要請してきたところです。 

国はＰＣＲ検査を保険適用とする方針を固めており、これまでの地方衛生研究所等

の他に、大学病院や民間検査施設等における検査が拡大され、検査実施数の増加が予

想されます。 

しかし、検体採取は、周囲への感染拡大のリスクが高く、ＰＰＥ(個人防護具)の着

用をはじめ、適切な感染予防策が不可欠であります。厚生労働省担当部局においても、

同検査を保険適用した場合には、検体採取は適切な感染予防策を講じられる医療機関

に限定する方針とのことであります。 

「今後、全ての医療機関でＰＣＲ検査が可能となる」といった報道がなされ、医療

機関に対して同検査の実施に関する問い合わせが増えております。一方、ＰＰＥ等感

染予防具は極めて入手が困難な状況にあります。 

したがいまして、上記のような感染予防策を講じることのできない医療機関におい

て、同検査の実施を求められた場合には、帰国者・接触者外来等の検査体制の整った

医療機関に紹介する対応をお願いいたします。 

この場合に、帰国者・接触者相談センターに連絡することが原則ですが、事前に帰

国者・接触者外来と受診時間等を調整することで必ずしも帰国者・接触者相談センタ

ーを経由する必要はなくなるものと予想されます。 

なお、厳格な取り扱いが求められる採取された検体の搬送をどのように行うかが現

時点では不明確であります。 

本件につきましては、近日中に厚生労働省より通知がなされる予定とのことであり

ますが、貴会におかれましてもご了知のうえ、貴会会員に対してあらかじめご周知い

ただきますよう特段の配慮をいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 


